
第６章　一人ひとりの心でつなぐ笑顔あふれるまち

テーマ29．地域ｺﾐｭﾆﾃｨ・市民活動 施策1．地域コミュニティへの支援 （1）地域コミュニティ活動への支援

施策2．市民活動の活性化 （1）市民や市民活動団体への支援

施策3．市民活動拠点の充実と連携 （1）市民活動拠点の充実

（2）地域コミュニティ活動と市民活動との連携による課題解決

施策№

1-（1）

33,430 （千円） 33,430 （千円） 33,430 （千円）

【再掲】

2-（1）

7,199 （千円） 7,199 （千円） 7,199 （千円）

3-（1）

3,264 （千円） 3,264 （千円） 3,264 （千円）

3-（2）

0 （千円） 未定 （千円） （千円）

市民活動推進事業

・SDGs提案制度の実施
・わらびネットワークステーションの
運営

継続

3-（1）（2）

（SDGs提案制度）
SDGsが目標に掲げる社会的課題や地域の課題を解決するた
めに、事前に市が指定したテーマか、自由に設定したテーマの
いずれかについて、補助の形態でSDGs推進事業を募集し、選
考会議を経て、事業の採否を決定し、採択されたSDGｓ推進事
業を実施する
(わらびネットワークステーション)
市民が主体的に参画するまちづくりを進めるための市民活動
及び協働の拠点として、「わらびネットワークステーション」を、
ＮＰＯ法人わらび市民ネットと協働で運営する

※この他、市民活動推進に関すること

市民協働課
コミュニティ・センターやコミュニ
ティ委員会の支援、研修交流会の実
施

継続 継続(コミュニティ運営協議会)
コミュニティ・センターや、わらびネットワークステーションなど、
市民活動の拠点となる施設の機能の充実に努める。また、コ
ミュニティ運営協議会において研修や交流会を実施するととも
に、各コミュニティ・センターやコミュニティ委員会が行う活動や
取り組みを支援する

安全安心課

コミュニティ活動促進費

事　業　概　要
所　属　名 令和7年度

安全安心課

町会振興事業

町会への各種補助地域住民の福祉の向上及びコミュニティ活動の活性化に寄与す
るため、町会が行うコミュニティ活動などに対し、補助金を交付
する
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継続

令和8年度 令和9年度
継続 継続

政策課、塚越コミュニティ・センター

計　画　事　業　（　事　業　費　）

塚越地域のまちづくりに向けて、未来に向けた夢のあるビジョ
ンを策定する

基礎調査（調査・分析） ビジョン策定

塚越ビジョン策定業務

事　業　名　等
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テーマ30．人権・平和 施策1．人権意識の高揚 （1）市民の意識の高揚

（2）人権教育の推進

（3）人権相談と人権擁護の推進

施策2．平和意識の高揚 （1）市民の意識の高揚

施策№

1-（1）（2）

13,575 （千円） 14,254 （千円） 13,839 （千円）

【再掲】

1-（2）

4,489 （千円） 4,489 （千円） 4,489 （千円）

【再掲】

2-（1）

9,453 （千円） 9,453 （千円） 9,453 （千円）

2-（1）

（千円） 885 （千円） （千円）

【再掲】

2-（1）

16,295 （千円） 16,295 （千円） 16,295 （千円）

平和事業の実施 継続(平和事業）
市民の平和意識の高揚を図るため、平和について考える講演
会、パネル展等の平和事業を実施する

※この他、公民館運営に関すること

福祉総務課

戦没者追悼事業

公民館

公民館運営費

生涯学習スポーツ課

生涯学習振興事業

事　業　名　等
事　業　概　要

所　属　名

市民協働課

市民相談事業

継続

継続 継続

令和7年度

（人権啓発活動）
小学校（各年２校）において花や苗、球根などの育成を通して、
思いやりの心などを育む人権の花運動を実施。そのほか、人権
擁護委員による人権思想を育む人権教室や市内催し開催時に
おける街頭啓発活動を実施

※この他、市民相談に関すること

人権の花運動の実施（対象小学校２
校）

(人権教育推進事業)
蕨市人権教育推進協議会と連携しながら、人権講演会や指導者
養成講座、啓発活動などを行う。また、人権・同和団体主催の研
修会への参加

※この他、生涯学習振興に関すること

人権講演会、街頭啓発活動等の実
施、人権・同和団体が主催する研修
会等への職員の参加

歴史民俗資料館運営費

継続
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計　画　事　業　（　事　業　費　）

令和9年度令和8年度

継続

戦没者追悼事業の実施

継続

隔年で、黙とう・追悼の言葉・献花などで構成する戦没者追悼式
を挙行する

特別展の開催、平和祈念展等の開
催

継続(特別展　平和祈念展)
蕨市の歴史・民俗、美術等さまざまなテーマで毎年３～５月に開
催する特別展をはじめ、太平洋戦争をテーマとした平和祈念展
等を開催する

※この他、歴史民俗資料館運営に関すること

歴史民俗資料館
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テーマ31．多文化共生・国際交流 施策1．多文化共生に向けた環境づくり （1）多文化共生への理解の促進

（2）外国人住民向けサービスの充実

（3）関係団体などへの支援と連携

施策2．国際交流に向けた環境づくり （1）国際理解教育の充実

（2）国際交流の促進

施策№

【再掲】

1-（1）（2）

13,575 （千円） 14,254 （千円） 13,839 （千円）

【再掲】

1-（2）

57,277 （千円） 51,754 （千円） 51,754 （千円）

【再掲】

1-（3）

16,295 （千円） 16,295 （千円） 16,295 （千円）

2-（1）

50,157 （千円） 50,157 （千円） 50,157 （千円）

・多文化共生事業の推進
・外国人総合相談窓口の運用
・多文化共生指針（第２次）概要版の
作成

教育相談・適応指導事業

計　画　事　業　（　事　業　費　）

令和7年度 令和8年度 令和9年度

（教育センターの効果的な運用）
児童生徒の教育上の諸問題について、児童生徒・保護者及び教
職員を対象に教育相談活動を行うとともに、教育センターの効
果的な運用により、教職員への研修機能の強化を図り、指導力
を向上させる。また、日本語特別支援教室の運営により、日本
語による会話などに困難を抱える児童生徒及び保護者に対す
る支援などを行う

教育相談活動、日本語支援活動、教
職員研修

継続 継続

・多文化共生事業の推進
・外国人総合相談窓口の運用

市民協働課

（多文化共生への理解促進）
多文化共生指針を基に、外国人住民の生活を支援していくとと
もに、日本人住民と同様に地域社会の担い手として共に蕨のま
ちづくりを進めることができるよう、関係する部署等と連携し
て対応する
（外国人総合相談窓口の運用）
外国人住民の相談対応を対面又は電話等でワンストップで受け
付け、適切な情報提供を行うとともに、必要に応じて関係機関
への取次ぎを多言語で行う

※この他、市民相談に関すること

市民相談事業

学校教育課

学校教育課

外国語教育等推進事業

外国語指導助手の配置、ＧＴＥＣの
実施

継続

継続継続

公民館

日本語ボランティアサークルへの活
動支援、日本語ボランティア養成講
座の実施

(関係団体などへの支援、連携)
日本語ボランティアサークルへの活動支援や、日本語ボラン
ティアを養成する講座を実施し、多文化共生の担い手の育成・
確保を支援する

※この他、公民館運営に関すること

事　業　名　等
事　業　概　要

所　属　名

公民館運営費

各小・中学校にＡＬＴ１名ずつの配置を継続するとともに、教員
研修やＧＩＧＡスクール端末を活用した外国語学習を組み合わせ
たＧＴＥＣ(英語４技能テストの一つ)を中学校２・３年生に実施す
ることにより、国際理解教育の推進や児童生徒の外国語活用能
力の一層の向上を図る
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継続

・多文化共生事業の推進
・外国人総合相談窓口の運用
・多言語翻訳機用ＳＩＭカード（2年
分）
・多文化共生指針（第２次）の策定



施策№

【再掲】

2-（1）

72,911 （千円） 72,911 （千円） 72,911 （千円）

2-（2）

5,416 （千円） 4,900 （千円） 4,900 （千円）

継続

事　業　名　等
事　業　概　要

計　画　事　業　（　事　業　費　）

所　属　名 令和7年度 令和8年度 令和9年度

国際青少年キャンプ、姉妹都市・友
好都市協力団体への補助、姉妹都
市締結50周年事業

国際青少年キャンプ、姉妹都市・友
好都市協力団体への補助

(外国人児童生徒日本語支援ボランティア配置)
日本語による会話に困難を抱えた状態で編入学してくる児童・
生徒に対し、その実態に応じて、日常会話や文字習得のための
支援を実施する

※この他、学校教育推進に関すること

秘書広報課

国際交流事業

継続

学校教育課

学校教育推進事業

日本語支援ボランティアの配置
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継続数カ国の青少年が一堂に会し、寝食をともにしながら交流する
国際青少年キャンプを開催するとともに、姉妹都市・友好都市
との交流を支援する
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テーマ32．男女共同参画 施策1．男女共同参画推進体制の充実 （1）男女共同参画の計画的な推進

（2）市民による推進体制の充実

施策2．男女共同参画・多様な性に関する意識づくり （1）ジェンダー平等の意識啓発と多様性への理解促進

（2）男女共同参画を推進する教育・学習の充実

施策3．男女が活躍できる社会づくり （1）意思決定過程への女性の参画推進

（2）男女が活躍できるためのワーク・ライフ・バランスの推進

施策4．男女がともに安心して暮らせるまちづくり （1）男女共同参画の視点に立った地域づくりの推進

（2）暴力根絶と被害者への支援

（3）性の理解・尊重の促進

施策№

1-（1）

3,490 （千円） 3,490 （千円） 3,490 （千円）

3-（2） 4-（2）

男女共同参画推進事業

・男女共同参画に関する各種啓発事
業の実施
・DV防止啓発事業等、DV防止基本
計画（第４次）策定

・男女共同参画に関する各種啓発事
業の実施
・DV防止啓発事業等

（男女共同参画啓発事業）
地域における男女共同参画を推進するための事業や家庭生活
と職業生活の両立を目指した環境づくり、男女共同参画意識の
向上を図るための事業、啓発紙「パートナー」の発行、啓発パネ
ル展の開催など、男女共同参画社会の実現をめざした各種啓
発事業を実施する
（配偶者暴力相談支援センター）
ＤＶ及びデートＤＶ防止啓発事業とＤＶ被害者の支援
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計　画　事　業　（　事　業　費　）

令和9年度

事　業　名　等

市民協働課

継続

事　業　概　要
所　属　名 令和7年度 令和8年度


